
広報すえ有料広告掲載取扱要綱 

平成２０年３月１０日 

須恵町要綱第 ２ 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、須恵町が発行する「広報すえ」に掲載する有料広告の取扱いについて

必要な事項を定めるものとする。 

（掲載の基準） 

第２条 広報すえに掲載することができる広告は、町民生活に関連したもので、次の各号の

いずれにも該当しないものとする。 

（１） 公共性又はその品位を損なうおそれのあるもの 

（２） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)

第２条に掲げる営業に該当するもの 

（３） 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、求人広告その他これらに類するも

の 

（４） 公序良俗に反するもの 

（５）その他、掲載広告として適当でないと認められるもの 

（改正(平２８要綱第１１号)） 

（掲載の位置） 

第３条 広告を掲載する位置は、広報すえの発行の目的を妨げない位置とし、別に定める。 

（広告掲載料） 

第４条 広告掲載料は、別に定める。 

（掲載の申込み） 

第５条 広報すえに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込

書(様式第１号)により、町長に申し込むものとする。 

（掲載の決定等） 

第６条 町長は、前条の申込書を受け付けたときは、第２条に基づき掲載の可否を審査する

ものとする。 

２ 町長は、広告掲載の可否を決定した場合は、その結果を広告掲載決定通知書(様式第２

号)により申込者に通知するものとする。 

（広告掲載料の納入） 

第７条 広告主は、町長が指定した期限までに広告掲載料を納入しなければならない。ただ

し、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。 

（広告掲載料の不還付） 

第８条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広

告の掲載ができない場合は、この限りでない。 

 



（広告掲載の取消し） 

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。 

（１） 広告が、編集・発行上支障となるとき。 

（２） 広告掲載料を町長が指定した期限までに納入しなかったとき。 

（３） 広告原稿を指定日までに提出しなかったとき。 

（４） その他町長が必要と認めたとき。 

２ 町長は、前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、広告主に対して広告掲載決定

取消通知書(様式第３号)を送付するものとする。 

（広告主の責任） 

第１０条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２８年９月１日要綱第１１号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

   附則(令和４年４月１日要綱第４号) 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号（第５条関係） 
  年  月  日 

 
広 告 掲 載 申 込 書 

 
須恵町長 殿 
 

申込者 住所                  
                    

氏名                  
 

                  電話                  
                   ※法人・団体にあっては、主たる事務所の所在地、 

                    名称及び代表者名を記入してください。 

 
広報すえに有料広告を掲載したいので、広告の原稿を添えて次のとおり申込みます。 
 

掲載期間 年   月号から   年   月号まで 

掲載枠数   枠 

広告内容 別添のとおり 

広告掲載料   円 

１ 広報すえ有料広告掲載取扱要綱等を遵守します。 

２ 広告掲載料を指定期日までに納入するものとします。 

３ 広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負います。 

４ 広報すえ有料広告掲載取扱要綱第９条第１項各号のいずれかに該当したときは、広告掲載を取り消さ

れても異議はありません。 

５ 広告掲載に関する訴訟の提起等は、須恵町の所在地を管轄する裁判所で行うものとします。 

６ 広告掲載について疑義が生じた場合は、双方協議のうえ定めるものとします。 

７ 私は、次のいずれにも該当していません。 

 （１）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続中の事業者又は会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）による更生手続中の事業者 

 （２）行政機関から指導、勧告等を受け、その改善がなされていない事業者 

 



様式第２号（第６条関係） 
 

 第       号 

       

年 月 日 

（申込者） 
氏 名  

      様 
 

須恵町長        印 
 
 

広 告 掲 載 決 定 通 知 書 
 

年  月  日付けで申し込みがありました広告掲載につきましては、次のとおり

決定しましたので通知します。 

決定区分 

□ 掲載します 

□ 掲載できません 

理由 

 

掲載期間 年   月号 から  年   月号 まで   か月 

掲載料      円  

その他 
  
 

 
※あなたの責めに帰すべき理由により広告が掲載できない場合は、すでに納付された広告

掲載料は還付することはできません。 



様式第３号（第９条関係） 
 

第      号 
年  月  日 

 
（広告主） 
氏 名        様 
 

須恵町長            印 
 
 

広 告 掲 載 決 定 取 消 通 知 書 
 
 

年  月  日付  第     号にて決定されました広告掲載につきまして、

次のとおり取消しましたので通知します。 
 

取消しの理由 

□あなたの取下げの申し出による （   年  月  日受付） 

□次の理由による 

理由 

その他 

 

※あなたの責めに帰すべき理由により広告掲載の決定が取消された場合は、すでに納入された広告掲載料

は還付することはできません。 

 
 


